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○栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例施行規則の制定 
 
栃木県規則第21号                                          

 栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例施行規則を次のように定める。                      

  令和７年３月25日                                        

                               栃木県知事  福  田  富  一   

   栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例（令和６年栃木県条例第39号。以下「条例」

という。）に基づき、栃木県水と緑の南摩の里（以下「南摩の里」という。）の管理に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（利用期間及び利用時間） 

第２条 南摩の里の利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき

又は条例第７条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）が必要があると認めた場合であらか

じめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。 

（遵守事項） 

第３条 南摩の里を利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1)a利用した施設及び物品を原状に回復すること。 

(2)a秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。 

(3)a栃木県水と緑の南摩の里森林体験エリアを利用する場合にあっては知事、栃木県水と緑の南摩の里アク

ティビティエリアを利用する場合にあっては指定管理者の指示に従うこと。 

 （利用の停止） 

第４条 栃木県水と緑の南摩の里森林体験エリアにあっては知事、栃木県水と緑の南摩の里アクティビティエ

リアにあっては指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対しその利用

の停止を命ずることができる。 

(1)a条例第４条第１項又は第３項の許可を受けないで同条第１項各号に掲げる行為をしたとき。 

(2)a条例第６条及び前条の規定に違反したとき。 

（行為の許可申請等） 

第５条 条例第４条第１項の許可を受けようとする者は、許可申請書（別記様式第１号又は別記様式第２号）

を知事に提出しなければならない。 

２ 条例第４条第３項の許可を受けようとする者は、変更許可申請書（別記様式第３号）を知事に提出しなけ

ればならない。 

３ 知事は、条例第４条第１項又は第３項の許可をしたときは、当該許可の申請者に対し許可証（別記様式第

４号）を交付するものとする。 

 （利用料金の公告） 

第６条 知事は、条例第９条第２項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとす 

る。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、南摩の里の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

施     設     名 利   用   期   間 利   用   時   間 

栃木県水と緑の南摩の里森林体

験エリア 

１月１日から12月31日まで 午前０時から午後12時まで 
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別記様式第１号（第５条関係） 

 

栃木県水と緑の南摩の里内行為（建築物（工作物）設置）許可申請書 

 

年  月  日  

 

 栃木県知事 様 

 

 申請者 住  所                     

氏  名                     

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の   

所在地及び名称並びに代表者の氏名        

電話番号                     

 

栃木県水と緑の南摩の里の区域内において下記の建築物（工作物）の設置に係る許可を受

けたいので、栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例第４条第１項の規定により申請し

ます。 

建築物（工作物） 

の名称及び数量等 

名   称 

 

 

 

数   量 

 

 

 

その他必要 

な 事 項 

 

 

 

目      的 

 

 

 

着手予定年月日 

完了予定年月日 

 

 

 

添 付 書 類 
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別記様式第２号（第５条関係） 

 

栃木県水と緑の南摩の里内行為（販売、写真撮影等）許可申請書 

 

年  月  日  

 

 栃木県知事 様 

 

申請者 住  所                     

氏  名                     

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の   

所在地及び名称並びに代表者の氏名        

電話番号                     

 

栃木県水と緑の南摩の里の区域内において下記の行為に係る許可を受けたいので、栃木

県水と緑の南摩の里設置及び管理条例第４条第１項の規定により申請します。 

行為の種類 

 

 

 

目    的 

 

 

 

期    間 

 

 

 

行為者の住所 

及 び 氏 名 

 

 

 

備    考 
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別記様式第３号（第５条関係） 

 

栃木県水と緑の南摩の里内行為変更許可申請書 

 

年  月  日  

 

 栃木県知事 様 

 

申請者 住  所                     

氏  名                     

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の   

所在地及び名称並びに代表者の氏名        

電話番号                     

 

栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例第４条第３項の規定により、下記のとおり行

為の変更の許可を受けたいので申請します。 

行 為 の 種 類 

 

 

 

既に受けた許可の 

年月日及び番号 

 

 

 

既に受けた許可 

事 項 の 概 要 

 

 

 

変 更 事 項 

 

 

 

変 更 理 由 

 

 

 

その他必要な事項 
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別記様式第４号（第５条関係） 

 

栃木県水と緑の南摩の里内行為（行為の変更）許可証 

 

 第     号  

年  月  日  

 

       様 

 

栃木県知事           印  

 

年  月  日付けで申請のあった栃木県水と緑の南摩の里の区域内における

行為（行為の変更）を次のとおり許可します。 

行為の種類 

 

 

 

期    間 

 

 

 

行為者の住所 

及 び 氏 名 

 

 

 

許可の条件 
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（自然環境課）  

 


